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別 紙２ 

３．案件 
（１）大門橋下流水管橋架替工事 

意見・質問 回答等 

 

○入札参加可能業者数が 112 社に対して参加

申込業者が 4 社であった理由は、何が考え

られるのか。 

 

 

〇この工事は、広い範囲で入札参加業者を募

集しているが、範囲を広げないと参加申込

業者が少なくなると考えたのか。 

 

 

 

 

 

 

○広げた上でも結果的には 4 社、その内参加

を認めた業者は 3 社しかなかった。工事期

間が長い等が理由として考えられるという

ことだが、本工事の内容からすれば、工事

期間が長いことは業者の方でも理解してい

ると思われる。工事期間以外の原因は考え

られないか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

・ 本件については、工事期間が 3箇年の継続工

事でありますので、配置技術者が長期間拘束

されることを考慮し、参加業者数が少なかっ

たと考えています。 

 

・今回の案件につきましては、参加が少ない可

能性が見込まれましたので、当初からエリア

を広げました。通常、水道施設という業種を

最希望とされている業者を対象としますが、

本件については、希望とする業者も対象とす

ることで、ある程度業者の参加数を広げた上

で案件を成立させるための要件設定を行いま

した。 

 

・期間の問題以外にあるとすれば、施工実績と

して、水管橋の新設又は架替工事を元請業者

で竣工したという要件を求めているところで

す。水道施設で登録されている業者の中でも

その要件に合致している業者が余りなかった

可能性は否めないと考えられます。 
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別 紙３ 
（２）長岡京市庁舎建替関連工事（その１） 

意見・質問 回答等 
 

○この工事は、長岡京市内の業者に限って選

定しているのか。 

 

 

 

〇この工事は、市役所の庁舎建替関連工事で

す。市内業者も興味があると思うが、参加

業者が 2 社となった要因は何が考えられる

のか。 

 

 

 

〇この工事の請負金額は 7,000 万円を超えて

います。当然、専任の技術者を配置しなけ

ればいけないが、これは規則等で決まって

いるのか。 

 

〇専任の技術者を配置しなければならないこ

とが、参加業者が 2 社となった要因の一つ

として考えられるのか。 

 

・本件については、特定建設業の許可を建築一

式工事について受けている業者で、長岡京市

内に営業拠点である本社若しくは営業所を置

くものを対象としています。 

 

・民間工事の需要等もあり、建築一式工事は、

業者の参加が低い状況にあります。実際にヒ

アリングをしている中で、民間工事が忙しい

というお話を聞いております。そういった状

況の中、2 社が入札に参加したと考えており

ます。 

 

・建設業法で決まっています。土木工事 3,500

万円以上、建築工事 7,000 万円以上です。 

 

 

 

・それも一つの要因として考えられます。業者

によって技術者の人数も限られていますの

で、民間工事も含め複数の工事を受注できな

い状況の中、入札参加業者が少ないという結

果になったものと考えています。 
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別 紙４ 

（３）市道第４０２３号線他舗装維持工事 

意見・質問 回答等 

 

○入札を辞退された業者があるが、辞退の理

由は把握されているか。 

 

 

 

○舗装工事は、落札率が全般的に低くなって

いる。建築工事が高止まりしているのに対

し、舗装工事が低くなっているのには何か

要因があるのか。 

 

 

〇舗装業者は、比較的に工事が少ない時期が

あるのか。 

 

 

〇入札の時期を前倒ししたことで、参加業者 

 を確保し、低価格の落札額になったと考え

られるのか。 

 

 

〇舗装工事の落札率の低さが目立つが、低額 

 で落札したことによる品質の低下はない

か。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・本件の入札は、電子入札で実施しました。業

者より、辞退と入力し提出されたため、理由

は把握できていません。また、個別に辞退理

由について、確認も行っていません。 

 

・舗装工事を施工する業者の中には、工事に必

要な物を自社で全て用意でき、下請業者に発

注しないことがあります。この工事は、舗装

業者で全て施工できるものであるため、この

ような金額で落札されたと考えられます。 

 

・例年、第三・第四四半期は比較的忙しいです。 

 本件につきましては、業者が多数参加してい

ただける時期に発注しました。 

 

・早期発注したとしても、低価格の落札額とな

るかは、言い切れないと思いますが、工事が

集中する時期を避けることで、一定の入札参

加業者を確保できたと考えています。 

 

・工事担当課で日々の現場での進捗状況を把握

し、工程ごとに段階確認を実施することで、

品質が確保されていることを確認していま

す。また、検査指導課の完成検査でも契約書

及び設計図書どおりに施工されているか確認

しています。 
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別 紙５ 
（４）長岡第四中学校南棟トイレ改修工事 

意見・質問 回答等 

 

○この工事の工事期間は、学校の夏休みを想

定してのものか。 

 

 

〇この工事は、簡易公募型指名競争入札で発

注されているが、これは、発注者側から何

社か指名するという入札方式なのか。 

 

 

〇その中でも参加申込業者が 2 社しかなかっ

たのか。入札参加資格に該当する業者は、

何社あったのか。 

 

〇入札結果では、2 社のうち 1 社が不着とな

っているが、1 社だけの入札で、落札業者が

決定することになるのか。 

 

 

 

 

 

〇この工事は、長岡京市内に本社を置くこと

が参加資格の要件になっているが、これを

広げることはできなかったか。 

 

 

 

〇建築分野では、民間工事も忙しく、業者が

揃わないという中で入札をしなければなら

ないという状況になっている。参加業者が

少ないということは、競争性が確保されて

いないということになる。長岡京市内業者

の育成もあると思うが、民間需要の対応も

考え、せめて 4～5社ぐらいの応札ができる

よう検討されてはどうか。 

 

 

・そのとおりです。校内での工事となるため、

夏休み期間を中心に工程を組み発注しまし

た。 

 

・簡易公募型指名競争入札は、入札参加資格に

該当する業者の中で希望されている業者に参

加表明を提出していただき、その審査の結果

で指名するという形になっております。 

 

・入札参加資格に該当する業者は、10 社ありま

したが、それぞれの業者の事情により、2 社

が参加申込をされたと考えております。 

 

・結果的に 1社だけの応札でしたが、電子入札

のため、応札した業者は、参加表明をした業

者数、実際に指名された業者数もわからない

状況です。したがって、自社だけが参加して

いるという認識がない状態での入札ですの

で、一定の競争性は確保できていると考えて

おります。 

 

・今回の案件につきましては、年度の早い時期

での発注であり、選定基準に基づいて公募を

行いました。仮に、今回の工事が不調になっ

ていましたら、要件等を変更し、再公告して

いた可能性はあります。 

 

・建築工事では、入札参加業者が少ない状況が

続いていますので、建設工事の請負業者選定

委員会の中で、検討する必要があると考えて

います。 
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別 紙６ 
（５）勝竜寺城公園改修工事 

意見・質問 回答等 

 

○この工事では、最低制限価格が設けられて

いないが、基準はあるのか。 

 

 

○入札価格に差が少ないが、材料等に差がつ

きにくい工事なのか。 

 

 

〇造園業者は、一般的に下請け業者に発注せ

ず、自社で工事を行うものなのか。 

 

 

 

〇入札参加資格について、業者数が少ない場

合は、参加資格等範囲を広げる必要がある

と考えられるが、工事種別が「造園」とな

っているものに関しては、例年、一定の入

札参加が見込まれている。今後も、造園工

事については、参加条件「長岡京市内に本

店を置く業者」を継続していただきたい。 

  

〇長岡京市最低制限価格制度運用基準につい

て、この基準の最終の見直しは、平成 23 年

です。最低制限価格は設計額 500 万円以上

のものについて設けられているが、この金

額の変更は、検討されないのか。時代の情

勢により検討すべきではないか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・予定価格 500 万円を境として、最低制限価格

を設けています。この工事は 500 万円未満の

案件でありますので、設定しておりません。 

 

・内訳書等を入札前に確認いたしますが、どの

業者も正確に積算をされていますので、この

ような結果になったものと推測しています。 

 

・一般的に植栽等の工事は、自社で施工される

ことがほとんどです。工事概要中のインター

ロッキングブロック舗装等の工事は、下請け

業者に発注される場合もあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・最低価格の件ですが、検討はさせていただい

ております。その中で、特に問題が起こって

いないということもあり、現状のとおりで継

続させていただいています。 
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別 紙７ 
（６）市道第４０２１号線石畳舗道維持工事 

意見・質問 回答等 

 

○この工事は、当該工種を最希望とする土木

一式工事の業者を募集しているが、舗装工

事ではないのか。 

 

○工事概要に、インジェクト工法同等品以上

と記載されているが、どのような工法なの

か。 

 

 

○西国街道の石畳舗道は、交通量が多いこと

もあり痛みが早いのではないかと思われ

る。車があまり通行しないような対策をと

れないか。 

 

 

〇この工事は、14 ㎡の補修工事ですが、単価

的に言えば高額です。西国街道については、

石畳舗道を通常のアスファルト舗装に変更

する、あるいは時間帯によって車を通さな

い等の対策が必要だと感じます。直接入札

とは関係ないが、検討してください。 

 

 

 

 

・本件については、アスファルト舗装工事では

なく、石畳舗道の補修工事であるため、土木

一式工事で募集しました。 

 

・インジェクト工法は、石畳と基盤舗装との間

に衝撃吸収性と接着性に優れたアスファルト

系材料を使用し、耐久性の高い車道用石畳ブ

ロック舗道を構築するものです。 

 

・西国街道は、歴史街道という位置づけであり

ますので、石畳をさせていただいています。 

 一方通行ではありますが、車が通行している

のが現状です。その点については、今後の課

題と考えています。 

 

・石畳舗道の補修は、通常のアスファルト舗装

より割高となるため、アスファルト舗装にし

たらどうかというご意見があるところです。

その点については、今後、考えていかなけれ

ばならないことです。 
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別 紙８ 
（７）長岡第八小学校擁壁補強修繕 

意見・質問 回答等 

 

〇今回、長岡第八小学校で別途工事を施工し

ている業者と随意契約を結んでいるが、別

途工事とはどのような工事なのか。 

 

○この工事を緊急性がある随意契約と判断し

たのはどういった経過からか。 

 

 

 

○擁壁やブロック塀等は、震災以降問題とな

っている。定期的に擁壁やブロック塀等に

関しての点検等はしていないのか。 

 

 

○専門家が点検等をするということはないの

か。 

 

〇長岡第八小学校で別途工事を施工している

業者と随意契約を結んでいるが、この業者

でなければならない理由は何か。 

 

 

 

〇今回の修繕は、樹木の根により擁壁の一部

が傾いたことにより施工されたが、短期間

で擁壁が傾いてきたわけではないと思われ

る。地震や風水害等で修繕が必要になった

ものとは違いがある。常時施設を監視する

ことによって、緊急性が回避できるものと

考えられるがその点はどうか。 

 

 

（委員長まとめ） 

 入札に関する手続き及び、契約に至った経 

緯など、特に問題となるものは無いと結論

付けます。 

 

・長岡第八小学校の給食室・プール等の建設工

事です。 

 

 

・擁壁が傾き、基礎部分のひび割れが認められ

た今回の修繕箇所は、周辺に、多数の児童が

使用する遊具等があり、学校教育活動の安全

のため、緊急で修繕いたしました。 

 

・学校施設については、教職員の方々が施設の

点検をされています。また、教育委員会でも、

点検をしております。今回、擁壁が傾く原因

となった樹木についても、剪定しております。 

  

・教育委員会での点検は、教育部教育総務課の

建築士が行っています。 

 

・今回の修繕は、長岡第八小学校で別途工事を

施工していた箇所に隣接していたため、打ち

合わせ等がスムーズに進むことと、他の業者

が入ると、業者間の日程調整等に時間がかか

ることを考慮し、随意契約で行いました。 

 

・市内 14 小中学校につきましては、施設の定期

点検を実施し、未然に危険と思われる箇所の

補修等を行っています。今回は、長岡第八小

学校敷地で別途工事があったため緊急による

随意契約で修繕を行いましたが、今後は、定

期点検の質を向上させることでできるだけ、

随意契約にならないよう努めたいと考えてお

ります。 
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ただし、今後の課題として、特命随意契約

を避けていくことは、必要なことだと思い

ます。特命随意契約は、あくまでも特別で

あります。特に地方自治法施行令第 167 条

の 2 第 1 項第 5 号は特例です。回避できる

方策があれば、その方策を検討していただ

きたいと思いますので、よろしくお願いし

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


